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25 Vol. 

9

月
22

日
に
開
催
さ
れ
た
奈
良
県

国
民
健
康
保
険
連
合
会
総
会
で
、
奈
良

市
の
現
物
給
付
対
象
年
齢
拡
大
に
係

令
和
3
年
3
月
定
例
会
で
要
請
し
て

き
た
、
子
ど
も
医
療
費
助
成
の
中
学

生
ま
で
の
現
物
給
付
の
実
施
及
び
高

る
連
合
会
シ
ス
テ
ム
改
修
の
補
正
予
算
が
可
決

さ
れ
シ
ス
テ
ム
改
修
に
着
手
。
ま
た
、
9

月
定

例
会
で
補
正
予
算
の
承
認
が
あ
れ
ば
本
市
の
福

祉
シ
ス
テ
ム
の
改
修
に
も
着
手
す
る
。
今
後
は
医

療
機
関
、
審
査
支
払
機
関
等
と
調
整
し
、
令
和
５

年
度
の
早
い
時
期
に
中
学
校
修
了
ま
で
の
現
物

給
付
導
入
に
向
け
て
進
め
る
。 

ま
た
、
高
校
生
ま
で
に
つ
い
て
は
、
国
保
連
合

会
総
会
終
了
後
に
、
県
内
の
12

市
等
の
事
務
担

当
者
で
勉
強
会
を
開
催
。
令
和
6

年
度
以
降
に

県
下
全
市
町
村
で
の
現
物
給
付
対
象
年
齢
拡
大

に
向
け
た
課
題
の
整
理
な
ど
を
協
議
し
た
。
本
市

の
高
校
生
ま
で
の
対
応
に
つ
い
て
、
一
旦
は
令
和

５
年
度
か
ら
自
動
償
還
方
式
で
の
助
成
対
象
拡

大
も
見
据
え
、
県
下
市
町
村
の
動
向
を
注
視
し
て

い
る
。 

※
10

月
14

日
に
市
長
会
と
町
村
長
会
と
合

同
で
、
首
長
の
勉
強
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。 

校
生
へ
の
医
療
助
成
の
対
象
年
齢
の
拡
大
に
つ
い

て
、
奈
良
市
の
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
ど
う
か
。 

市
町
村
合
併
と
は
、
幾
つ
か
の
市
町
村
が
新
た

に

1

つ
、
又
は
編
入
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
自
治

体
組
織
と
職
員
の
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活
か

し
、
行
財
政
の
基
盤
を
強
く
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
一
方
で
、
水
道
事
業
は
受
益
者
負
担
を
基
本

と
し
て
水
道
イ
ン
フ
ラ
の
施
設
・
設
備
を
維
持
管

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
義
務
で
あ
る
税
金
の
徴

収
と
水
道
料
金
と
は
違
い
ま
す
。 

行
政
目
線 

に
立
ち
、
あ
え
て
議
論
を
振
り
返

る
と
、
老
朽
化
率
と
更
新
率
や
耐
震
化
率
の
改
善

に
囚
わ
れ
更
新
投
資
水
準
の
増
額
を
主
眼
に
し
た

結
果
、
水
道
水
を
供
給
す
る
原
価
が
上
が
り
、
水

道
料
金
の
上
昇
は
致
し
方
な
い
と
い
う
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
と
、
市
民
の
負
担
を
主
眼
に
し
、
現
実

的
に
考
慮
す
る
市
側
と
の
意
見
の
対
立
が
埋
ま
ら

な
か
っ
た
。
ま
た
、
一
体
化
に
対
し
途
中
の
参
加

と
退
場
も
許
さ
れ
な
い
と
し
た
一
体
化
構
想
の
あ

り
方
も
原
因
で
し
た
。 

問
題
の
整
理 

県
域
水
道
一
体
化
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
は
県
内
統
一
料
金
が
前
提
で
す
。
す
る
と

奈
良
市
民
が
負
担
す
る
水
道
料
金
も
上
が
る
。
ま

た
、
奈
良
市
以
外
の
市
町
村
水
道
の
高
い
料
金
水

準
を
、
35

万
人
口
の
奈
良
市
民
が
相
対
的
に
負
担

が
増
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

2

点
目
は
、
政
治
的
に
10

年
間
の
期
間
限
定

で
財
源
対
策
し
メ
リ
ッ
ト
感
は
出
す
が
、
奈
良
県

用
水
事
業
の
コ
ス
ト
面
の
議
論
に
至
っ
て
い
な

い
。
ま
た
、
10

年
以
降
も
水
道
施
設
管
路
の
更
新

投
資
が
続
く
が
、
そ
の
場
合
、
企
業
債(

借
金)

を

活
用
す
る
こ
と
と
な
り
修
繕
費
と
と
も
に
、
減
価

償
却
費(

資
産
に
投
入
し
た
借
金
の
償
還
費
用
を

各
年
度
に
平
準
化
す
る
手
法)

と
支
払
利
息
が

増
額
し
水
道
料
金
も
上
が
る
。
何
故
か
10

年
以

降
の
市
民
・
県
民
の
負
担
と
企
業
団
経
営
が
議

論
さ
れ
て
お
ら
ず
見
通
し
が
立
っ
て
い
な
い
。 

3

点
目
は
、
市
の
水
道
と
下
水
道
の
一
体
経

営
が
事
業
分
離
さ
れ
、
新
た
に
下
水
道
費
用
が

増
加
、
結
果
的
に
下
水
道
料
金
も
上
が
り
ま
す
。 

総
括
す
る
と 

こ
れ
ま
で
の
一
体
化
の
議
論

を
ゼ
ロ
に
戻
し
、
数
字
を
積
み
増
し
た
メ
リ
ッ

ト
感
よ
り
、
実
質
的
、
現
実
的
な
「
給
水
・
供

給
原
価
」
に
議
論
の
柱
を
据
え
る
こ
と
が
肝
要

と
考
え
ま
す
。
一
方
で
、
10

年
先
の
こ
と
は
わ

か
ら
な
い
か
ら
今
の
政
治
決
断
が
大
事
と
い
う

意
見
も
あ
る
が
、
企
業
の
経
営
は
厳
し
く
原
価

を
測
定
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
そ
の

上
で
経
営
判
断
し
な
け
れ
ば
放
漫
経
営
と
の
誹

り
を
免
れ
な
い
。
公
営
と
は
い
え
イ
ン
フ
ラ
設

備
等
の
企
業
経
営
で
あ
り
、
そ
の
水
道
費
用
は

受
益
者
負
担
。
先
ず
は
営
業
総
費
用
、
特
に
固

定
費
の
縮
減
を
議
論
し
コ
ス
ト
面
を
見
え
る
形

で
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
奈
良
市
民
は
納
得
で
き

ま
せ
ん
し
、
私
も
市
民
に
説
明
が
で
き
ま
せ
ん
。 

現
在
、
奈
良
県
と
他
の
市
町
村
は
、
水
の
卸

売
り
と
小
売
り
と
別
々
の
事
業
形
態
。
奈
良
市

は
卸
売
り
か
ら
小
売
り
ま
で
一
体
経
営
で
あ
る

た
め
、
一
体
化
の
議
論
に
お
い
て
比
較
検
討
す

る
「
も
の
さ
し
」
が
違
う
。
そ
こ
で
、
奈
良
市

以
外
の
自
治
体
で
企
業
団
を
設
立
す
る
こ
と
で

奈
良
市
と
比
較
検
討
で
き
る
対
象
が
で
き
、
あ

る
意
味
の
競
争
相
手
を
つ
く
る
こ
と
は
効
果
的

と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
私
は
現
在
の
県
域
水
道

一
体
化
の
議
論
か
ら
距
離
を
置
く
考
え
で
す
。 


